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B

議
案
第
４
３
号

鳥
取
県
児
童
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
児
童
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
５
年
２
月
13
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
児
童
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
鳥
取
県
児
童
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
１
条
　
鳥
取
県
児
童
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
（
平
成
24
年
鳥
取
県
条
例
第
79
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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A

附
　
則

１
　
略

（
保
育
所
の
職
員
配
置
に
係
る
特
例
）

２
　
乳
児
４
人
以
上
が
入
所
す
る
保
育
所
に
対
す
る
別
表
第
４
職
員
の
配
置

の
項
第
２
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
保
育
所
に
勤
務
す
る
保

健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
の
う
ち
１
人
を
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
。

３
～
９
　
略

別
表
第
１
（
第
７
条
関
係
）　

項
目

基
準

　
略

附
　
則

１
　
略

（
保
育
所
の
職
員
配
置
に
係
る
特
例
）

２
　
保
育
所
に
対
す
る
別
表
第
４
職
員
の
配
置
の
項
第
２
号
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
該
保
育
所
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護

師
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
健
師
等
」
と
い
う
。）
の
う
ち
１
人
を
保

育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
乳
児
の
数
が
４
人
未
満
で
あ

る
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
と
経
験
を
有
す
る
保
健

師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
保
健
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
当

該
保
育
所
の
保
育
士
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　

３
～
９
　
略

別
表
第
１
（
第
７
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略
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附
　
則
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所
に
対
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別
表
第
４
職
員
の
配
置
の
項
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２
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の
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の
適
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に
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は
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該
保
育
所
に
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保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護

師
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
健
師
等
」
と
い
う
。）
の
う
ち
１
人
を
保

育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
乳
児
の
数
が
４
人
未
満
で
あ

る
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
と
経
験
を
有
す
る
保
健

師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
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保
健
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
当

該
保
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所
の
保
育
士
に
よ
る
支
援
を
受
け
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こ
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が
で
き
る
体
制
を
確
保

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　

３
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９
　
略

別
表
第
１
（
第
７
条
関
係
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目

基
準
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B

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
～
４
　
略

５
　
略

　
略

別
表
第
２
（
第
８
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
～
４
　
略

５
　
感
染
症
又
は
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
利
用

者
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
継
続
的
に
提
供
し
、
及
び
非

常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画

（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。）
を
策
定
し
、
当

該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う

努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画

に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓

練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
な
お
、

業
務
継
続
計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に

応
じ
て
変
更
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

６
　
略

　
略

別
表
第
２
（
第
８
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
～
４
　
略

５
　
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
設
備
の
安
全
点

検
、
職
員
、
児
童
等
に
対
す
る
施
設
外
で
の
活
動
、
取

組
等
を
含
め
た
施
設
で
の
生
活
そ
の
他
の
日
常
生
活
に

お
け
る
安
全
に
関
す
る
指
導
、
職
員
の
研
修
及
び
訓
練

１
～
４
　
略
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A

　
略

別
表
第
３
（
第
９
条
関
係
）

　
略

別
表
第
３
（
第
９
条
関
係
）

そ
の
他
施
設
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

の
計
画
（
以
下
「
安
全
計
画
」
と
い
う
。）
を
策
定
し
、

当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ま
た
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る

と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施

す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を

行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

６
　
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。

７
　
略

８
　
業
務
継
続
計
画
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、

職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と

と
も
に
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必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
業
務
継
続
計
画
は
定
期

的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
よ

う
努
め
る
こ
と
。

９
　
略

５
　
略

６
　
略
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B

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
～
３
　
略

４
　
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
安
全
計
画
を
策

定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見

直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

５
　
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。

６
　
略

７
　
業
務
継
続
計
画
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、

職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と

と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
業
務
継
続
計
画
は
定
期

的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
よ

う
努
め
る
こ
と
。

８
　
略

１
～
３
　
略

４
　
略

５
　
略
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A

　
略

別
表
第
４
（
第
10
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

別
表
第
４
（
第
10
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
～
３
　
略

４
　
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
安
全
計
画
を
策

定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
児
童
の
安
全
の
確
保
に

関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者

に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い

て
周
知
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見

直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

５
　
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。
ま
た
、

児
童
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
利
用
の
態
様
を

勘
案
し
て
児
童
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認

１
～
３
　
略
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B

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
～
３
　
略

４
　
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
安
全
計
画
を
策

定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見

直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

５
　
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。

６
　
略

７
　
業
務
継
続
計
画
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、

職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と

と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
業
務
継
続
計
画
は
定
期

的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
よ

う
努
め
る
こ
と
。

８
　
略

１
～
３
　
略

４
　
略

５
　
略
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A

　
略

別
表
第
４
（
第
10
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

別
表
第
４
（
第
10
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
～
３
　
略

４
　
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
安
全
計
画
を
策

定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
児
童
の
安
全
の
確
保
に

関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者

に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い

て
周
知
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見

直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

５
　
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。
ま
た
、

児
童
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
利
用
の
態
様
を

勘
案
し
て
児
童
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認

１
～
３
　
略
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B

　
略

別
表
第
５
（
第
11
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

　
略

別
表
第
５
（
第
11
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と
き

は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
児
童
の

見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
（
以
下
「
ブ
ザ
ー
等
」
と

い
う
。）
を
備
え
、
児
童
の
降
車
の
際
に
は
こ
れ
を
用
い

て
児
童
の
所
在
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

６
　
略

７
　
業
務
継
続
計
画
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、

職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と

と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
業
務
継
続
計
画
は
定
期

的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
よ

う
努
め
る
こ
と
。

８
　
略

９
　
略

10
　
略

11
　
略

４
　
略

５
　
略

６
　
略

７
　
略

８
　
略
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A

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

別
表
第
１
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
に
掲
げ
る
基
準
を
満

た
す
こ
と
。

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
　
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
規
程
を
設
け

る
こ
と
。

（
１
）　
児
童
の
援
助
に
関
す
る
事
項

（
２
）　
そ
の
他
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
の
重
要
事
項

２
　
感
染
症
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
健
康
被
害
の
発
生

を
防
止
す
る
た
め
に
衛
生
上
及
び
健
康
管
理
上
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

３
　
児
童
の
処
遇
に
つ
い
て
自
己
点
検
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
保
護
者
に
周
知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
定
期
的
に
外

部
の
者
に
よ
る
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る

よ
う
努
め
る
こ
と
。

４
　
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
安
全
計
画
を
策

定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見

直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

５
　
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。
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B

　
略

別
表
第
５
（
第
11
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

　
略

別
表
第
５
（
第
11
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と
き

は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
児
童
の

見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
（
以
下
「
ブ
ザ
ー
等
」
と

い
う
。）
を
備
え
、
児
童
の
降
車
の
際
に
は
こ
れ
を
用
い

て
児
童
の
所
在
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

６
　
略

７
　
業
務
継
続
計
画
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、

職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と

と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
業
務
継
続
計
画
は
定
期

的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
よ

う
努
め
る
こ
と
。

８
　
略

９
　
略

10
　
略

11
　
略

４
　
略

５
　
略

６
　
略

７
　
略

８
　
略
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A

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

別
表
第
１
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
に
掲
げ
る
基
準
を
満

た
す
こ
と
。

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
　
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
規
程
を
設
け

る
こ
と
。

（
１
）　
児
童
の
援
助
に
関
す
る
事
項

（
２
）　
そ
の
他
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
の
重
要
事
項

２
　
感
染
症
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
健
康
被
害
の
発
生

を
防
止
す
る
た
め
に
衛
生
上
及
び
健
康
管
理
上
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

３
　
児
童
の
処
遇
に
つ
い
て
自
己
点
検
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
保
護
者
に
周
知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
定
期
的
に
外

部
の
者
に
よ
る
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る

よ
う
努
め
る
こ
と
。

４
　
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
安
全
計
画
を
策

定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見

直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

５
　
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。
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B

　
略

別
表
第
６
（
第
12
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

６
　
非
常
災
害
時
の
情
報
の
収
集
、
連
絡
体
制
、
避
難
等

に
関
す
る
具
体
的
な
計
画
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の

計
画
を
実
行
で
き
る
よ
う
児
童
及
び
職
員
に
周
知
し
、

定
期
的
に
訓
練
を
行
う
こ
と
。

７
　
業
務
継
続
計
画
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、

職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と

と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
業
務
継
続
計
画
は
定
期

的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
よ

う
努
め
る
こ
と
。

８
　
設
置
者
は
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
の
利
益
に
つ
な

が
る
活
動
を
行
わ
な
い
こ
と
。
ま
た
、
暴
力
団
又
は
暴

力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
持
た
な
い
こ
と
。

　
略

別
表
第
６
（
第
12
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
～
３
　
略

１
～
３
　
略

４
　
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
安
全
計
画
を
策

定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

─ 31 ─

A

４
　
略

５
　
略

　
略

別
表
第
７
（
第
13
条
関
係
）

１
　
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

　
略

別
表
第
７
（
第
13
条
関
係
）

１
　
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見

直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

５
　
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。

６
　
略

７
　
業
務
継
続
計
画
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、

職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と

と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
業
務
継
続
計
画
は
定
期

的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
よ

う
努
め
る
こ
と
。

８
　
略
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B

　
略

別
表
第
６
（
第
12
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

６
　
非
常
災
害
時
の
情
報
の
収
集
、
連
絡
体
制
、
避
難
等

に
関
す
る
具
体
的
な
計
画
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の

計
画
を
実
行
で
き
る
よ
う
児
童
及
び
職
員
に
周
知
し
、

定
期
的
に
訓
練
を
行
う
こ
と
。

７
　
業
務
継
続
計
画
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、

職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と

と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
業
務
継
続
計
画
は
定
期

的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
よ

う
努
め
る
こ
と
。

８
　
設
置
者
は
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
の
利
益
に
つ
な

が
る
活
動
を
行
わ
な
い
こ
と
。
ま
た
、
暴
力
団
又
は
暴

力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
持
た
な
い
こ
と
。

　
略

別
表
第
６
（
第
12
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
～
３
　
略

１
～
３
　
略

４
　
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
安
全
計
画
を
策

定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
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A

４
　
略

５
　
略

　
略

別
表
第
７
（
第
13
条
関
係
）

１
　
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

　
略

別
表
第
７
（
第
13
条
関
係
）

１
　
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見

直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

５
　
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。

６
　
略

７
　
業
務
継
続
計
画
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、

職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と

と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
業
務
継
続
計
画
は
定
期

的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
よ

う
努
め
る
こ
と
。

８
　
略
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B

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
～
３
　
略

４
　
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
安
全
計
画
を
策

定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見

直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

５
　
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。

６
　
略

７
　
業
務
継
続
計
画
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、職
員
に
対
し
、

業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要

な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、

業
務
継
続
計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に

応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

１
～
３
　
略

４
　
略

５
　
感
染
症
又
は
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
入
所

者
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
継
続
的
に
提
供
し
、
及
び
非

常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画

（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。）
を
策
定
し
、
当

該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ま
た
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知

す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に

実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
業
務
継
続
計
画
は
定
期
的
に

見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。
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A

　
略

２
　
略

別
表
第
８
（
第
14
条
関
係
）

　
１
　
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

２
　
略

別
表
第
８
（
第
14
条
関
係
）

　
１
　
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

８
　
略

６
　
略

別
表
第
７
の
１
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
に
掲
げ
る

基
準
を
満
た
す
こ
と
。

１
　
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
規
程
を
設
け

る
こ
と
。

（
１
）　
児
童
の
援
助
に
関
す
る
事
項

（
２
）　
そ
の
他
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
の
重
要
事
項

２
　
感
染
症
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
健
康
被
害
が
発
生

し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
衛
生
上
及
び
健
康

管
理
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

３
　
児
童
の
処
遇
に
つ
い
て
自
己
点
検
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
保
護
者
に
周
知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
定
期
的
に
外

部
の
者
に
よ
る
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
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B

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
～
３
　
略

４
　
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
安
全
計
画
を
策

定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見

直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

５
　
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。

６
　
略

７
　
業
務
継
続
計
画
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、職
員
に
対
し
、

業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要

な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、

業
務
継
続
計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に

応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

１
～
３
　
略

４
　
略

５
　
感
染
症
又
は
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
入
所

者
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
継
続
的
に
提
供
し
、
及
び
非

常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画

（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。）
を
策
定
し
、
当

該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ま
た
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知

す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に

実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
業
務
継
続
計
画
は
定
期
的
に

見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。
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A

　
略

２
　
略

別
表
第
８
（
第
14
条
関
係
）

　
１
　
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

２
　
略

別
表
第
８
（
第
14
条
関
係
）

　
１
　
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

８
　
略

６
　
略

別
表
第
７
の
１
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
に
掲
げ
る

基
準
を
満
た
す
こ
と
。

１
　
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
規
程
を
設
け

る
こ
と
。

（
１
）　
児
童
の
援
助
に
関
す
る
事
項

（
２
）　
そ
の
他
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
の
重
要
事
項

２
　
感
染
症
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
健
康
被
害
が
発
生

し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
衛
生
上
及
び
健
康

管
理
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

３
　
児
童
の
処
遇
に
つ
い
て
自
己
点
検
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
保
護
者
に
周
知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
定
期
的
に
外

部
の
者
に
よ
る
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
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B

よ
う
努
め
る
こ
と
。

４
　
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
安
全
計
画
を
策

定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
児
童
の
安
全
の
確
保
に

関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者

に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い

て
周
知
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見

直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

５
　
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。
ま
た
、

児
童
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
利
用
の
態
様
を

勘
案
し
て
児
童
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認

め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と

き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
備
え
、
児
童
の
降

車
の
際
に
は
こ
れ
を
用
い
て
児
童
の
所
在
の
確
認
を
行

う
こ
と
。

６
　
非
常
災
害
時
の
情
報
の
収
集
、
連
絡
体
制
、
避
難
等

に
関
す
る
具
体
的
な
計
画
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の

計
画
を
実
行
で
き
る
よ
う
児
童
及
び
職
員
に
周
知
し
、
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A

　
略

　
２
　
医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

　
２
　
医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

定
期
的
に
訓
練
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
訓
練
の
実
施
に

当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連

携
に
努
め
る
こ
と
。

７
　
業
務
継
続
計
画
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対

し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、

必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

な
お
、
業
務
継
続
計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を
行
い
、

必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

８
　
設
置
者
は
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
の
利
益
に
つ
な

が
る
活
動
を
行
わ
な
い
こ
と
。
ま
た
、
暴
力
団
又
は
暴

力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
持
た
な
い
こ
と
。

別
表
第
７
の
１
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
に
掲
げ
る

基
準
を
満
た
す
こ
と
。

１
　
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
規
程
を
設
け

る
こ
と
。

（
１
）　
児
童
の
援
助
に
関
す
る
事
項
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よ
う
努
め
る
こ
と
。

４
　
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
安
全
計
画
を
策

定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
児
童
の
安
全
の
確
保
に

関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者

に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い

て
周
知
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見

直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

５
　
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。
ま
た
、

児
童
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
利
用
の
態
様
を

勘
案
し
て
児
童
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認

め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と

き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
備
え
、
児
童
の
降

車
の
際
に
は
こ
れ
を
用
い
て
児
童
の
所
在
の
確
認
を
行

う
こ
と
。

６
　
非
常
災
害
時
の
情
報
の
収
集
、
連
絡
体
制
、
避
難
等

に
関
す
る
具
体
的
な
計
画
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の

計
画
を
実
行
で
き
る
よ
う
児
童
及
び
職
員
に
周
知
し
、
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A

　
略

　
２
　
医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

　
２
　
医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

定
期
的
に
訓
練
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
訓
練
の
実
施
に

当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連

携
に
努
め
る
こ
と
。

７
　
業
務
継
続
計
画
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対

し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、

必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

な
お
、
業
務
継
続
計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を
行
い
、

必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

８
　
設
置
者
は
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
の
利
益
に
つ
な

が
る
活
動
を
行
わ
な
い
こ
と
。
ま
た
、
暴
力
団
又
は
暴

力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
持
た
な
い
こ
と
。

別
表
第
７
の
１
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
に
掲
げ
る

基
準
を
満
た
す
こ
と
。

１
　
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
規
程
を
設
け

る
こ
と
。

（
１
）　
児
童
の
援
助
に
関
す
る
事
項
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B

（
２
）　
そ
の
他
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
の
重
要
事
項

２
　
感
染
症
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
健
康
被
害
が
発
生

し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
衛
生
上
及
び
健
康

管
理
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

３
　
児
童
の
処
遇
に
つ
い
て
自
己
点
検
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
保
護
者
に
周
知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
定
期
的
に
外

部
の
者
に
よ
る
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る

よ
う
努
め
る
こ
と
。

４
　
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
安
全
計
画
を
策

定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
児
童
の
安
全
の
確
保
に

関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者

に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い

て
周
知
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見

直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

５
　
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。
ま
た
、

児
童
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
利
用
の
態
様
を

勘
案
し
て
児
童
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認

め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と

─ 37 ─

A

　
略

　
略

き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
備
え
、
児
童
の
降

車
の
際
に
は
こ
れ
を
用
い
て
児
童
の
所
在
の
確
認
を
行

う
こ
と
。

６
　
非
常
災
害
時
の
情
報
の
収
集
、
連
絡
体
制
、
避
難
等

に
関
す
る
具
体
的
な
計
画
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の

計
画
を
実
行
で
き
る
よ
う
児
童
及
び
職
員
に
周
知
し
、

定
期
的
に
訓
練
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
訓
練
の
実
施
に

当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連

携
に
努
め
る
こ
と
。

７
　
業
務
継
続
計
画
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対

し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、

必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

な
お
、
業
務
継
続
計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を
行
い
、

必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

８
　
設
置
者
は
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
の
利
益
に
つ
な

が
る
活
動
を
行
わ
な
い
こ
と
。
ま
た
、
暴
力
団
又
は
暴

力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
持
た
な
い
こ
と
。

（
鳥
取
県
障
害
児
通
所
支
援
事
業
及
び
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
２
条
　
鳥
取
県
障
害
児
通
所
支
援
事
業
及
び
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
条
例
（
平
成
24
年
鳥
取
県
条
例
第
81
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



─ 36 ─

B

（
２
）　
そ
の
他
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
の
重
要
事
項

２
　
感
染
症
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
健
康
被
害
が
発
生

し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
衛
生
上
及
び
健
康

管
理
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

３
　
児
童
の
処
遇
に
つ
い
て
自
己
点
検
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
保
護
者
に
周
知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
定
期
的
に
外

部
の
者
に
よ
る
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る

よ
う
努
め
る
こ
と
。

４
　
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
安
全
計
画
を
策

定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
児
童
の
安
全
の
確
保
に

関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者

に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い

て
周
知
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見

直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

５
　
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。
ま
た
、

児
童
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
利
用
の
態
様
を

勘
案
し
て
児
童
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認

め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と
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A

　
略

　
略

き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
備
え
、
児
童
の
降

車
の
際
に
は
こ
れ
を
用
い
て
児
童
の
所
在
の
確
認
を
行

う
こ
と
。

６
　
非
常
災
害
時
の
情
報
の
収
集
、
連
絡
体
制
、
避
難
等

に
関
す
る
具
体
的
な
計
画
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の

計
画
を
実
行
で
き
る
よ
う
児
童
及
び
職
員
に
周
知
し
、

定
期
的
に
訓
練
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
訓
練
の
実
施
に

当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連

携
に
努
め
る
こ
と
。

７
　
業
務
継
続
計
画
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対

し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、

必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

な
お
、
業
務
継
続
計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を
行
い
、

必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

８
　
設
置
者
は
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
の
利
益
に
つ
な

が
る
活
動
を
行
わ
な
い
こ
と
。
ま
た
、
暴
力
団
又
は
暴

力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
持
た
な
い
こ
と
。

（
鳥
取
県
障
害
児
通
所
支
援
事
業
及
び
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
２
条
　
鳥
取
県
障
害
児
通
所
支
援
事
業
及
び
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
条
例
（
平
成
24
年
鳥
取
県
条
例
第
81
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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１
～
４
　
略

５
　
略

６
　
略

７
　
略

８
　
利
用
者
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
事
業
所
ご
と

に
、
設
備
の
安
全
点
検
、
従
業
者
、
利
用
者
等
に
対
す

る
事
業
所
外
で
の
活
動
、
取
組
等
を
含
め
た
事
業
所
で

の
生
活
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る

指
導
、
従
業
者
の
研
修
及
び
訓
練
そ
の
他
事
業
所
に
お

１
～
４
　
略

５
　
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
管
理
者
は
、
利
用
者
に

対
し
法
第
47
条
第
１
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
親
権
を
行

う
場
合
で
あ
っ
て
懲
戒
す
る
と
き
又
は
同
条
第
３
項
の

規
定
に
よ
り
懲
戒
に
関
し
そ
の
利
用
者
の
福
祉
の
た
め

に
必
要
な
措
置
を
採
る
と
き
は
、
身
体
的
苦
痛
を
与
え
、

人
格
を
辱
め
る
等
そ
の
権
限
を
濫
用
し
な
い
こ
と
。

６
　
略

７
　
略

８
　
略

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
６
条
関
係
）

１
　
児
童
発
達
支
援

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

別
表
第
１
（
第
６
条
関
係
）

１
　
児
童
発
達
支
援

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
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A

け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
（
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
「
安
全
計
画
」
と
い
う
。）
を
策
定
し
、

当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ま
た
、
従
業
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す

る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実

施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
利
用
者
の
安
全
の
確
保
に
関

し
て
保
護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者
に

対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い
て

周
知
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見
直

し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

９
　
利
用
者
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移

動
そ
の
他
の
利
用
者
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

す
る
と
き
は
、
利
用
者
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点

呼
そ
の
他
の
利
用
者
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
利
用
者
の
所
在
を
確
認
す
る

こ
と
。
ま
た
、
利
用
者
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車

（
利
用
の
態
様
を
勘
案
し
て
利
用
者
の
見
落
と
し
の
お

そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）
を
日
常

的
に
運
行
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の

他
の
車
内
の
利
用
者
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
（
以

下
「
ブ
ザ
ー
等
」
と
い
う
。）
を
備
え
、
利
用
者
の
降
車

の
際
に
は
こ
れ
を
用
い
て
利
用
者
の
所
在
の
確
認
を
行

う
こ
と
。

10
　
略

11
　
略

９
　
略

10
　
略
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B

１
～
４
　
略

５
　
略

６
　
略

７
　
略

８
　
利
用
者
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
事
業
所
ご
と

に
、
設
備
の
安
全
点
検
、
従
業
者
、
利
用
者
等
に
対
す

る
事
業
所
外
で
の
活
動
、
取
組
等
を
含
め
た
事
業
所
で

の
生
活
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る

指
導
、
従
業
者
の
研
修
及
び
訓
練
そ
の
他
事
業
所
に
お

１
～
４
　
略

５
　
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
管
理
者
は
、
利
用
者
に

対
し
法
第
47
条
第
１
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
親
権
を
行

う
場
合
で
あ
っ
て
懲
戒
す
る
と
き
又
は
同
条
第
３
項
の

規
定
に
よ
り
懲
戒
に
関
し
そ
の
利
用
者
の
福
祉
の
た
め

に
必
要
な
措
置
を
採
る
と
き
は
、
身
体
的
苦
痛
を
与
え
、

人
格
を
辱
め
る
等
そ
の
権
限
を
濫
用
し
な
い
こ
と
。

６
　
略

７
　
略

８
　
略

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
６
条
関
係
）

１
　
児
童
発
達
支
援

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

別
表
第
１
（
第
６
条
関
係
）

１
　
児
童
発
達
支
援

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
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A

け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
（
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
「
安
全
計
画
」
と
い
う
。）
を
策
定
し
、

当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ま
た
、
従
業
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す

る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実

施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
利
用
者
の
安
全
の
確
保
に
関

し
て
保
護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者
に

対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い
て

周
知
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見
直

し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

９
　
利
用
者
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移

動
そ
の
他
の
利
用
者
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

す
る
と
き
は
、
利
用
者
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点

呼
そ
の
他
の
利
用
者
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
利
用
者
の
所
在
を
確
認
す
る

こ
と
。
ま
た
、
利
用
者
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車

（
利
用
の
態
様
を
勘
案
し
て
利
用
者
の
見
落
と
し
の
お

そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）
を
日
常

的
に
運
行
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の

他
の
車
内
の
利
用
者
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
（
以

下
「
ブ
ザ
ー
等
」
と
い
う
。）
を
備
え
、
利
用
者
の
降
車

の
際
に
は
こ
れ
を
用
い
て
利
用
者
の
所
在
の
確
認
を
行

う
こ
と
。

10
　
略

11
　
略

９
　
略

10
　
略
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B

　
略

２
　
医
療
型
児
童
発
達
支
援

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

２
　
医
療
型
児
童
発
達
支
援

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
～
３
　
略

４
　
略

５
　
略

６
　
略

７
　
利
用
者
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
事
業
所
ご
と
に
、

安
全
計
画
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
従
業
者
に
対
し
、
安
全
計
画

に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練

を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
利
用
者
の
安
全

の
確
保
に
関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、

保
護
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
内
容
等
に

12
　
略

１
～
３
　
略

４
　
管
理
者
は
、
利
用
者
に
対
し
法
第
47
条
第
１
項
本
文
の

規
定
に
よ
り
親
権
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
懲
戒
す
る
と
き

又
は
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
に
関
し
そ
の
利
用

者
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
と
き
は
、
身
体

的
苦
痛
を
与
え
、
人
格
を
辱
め
る
等
そ
の
権
限
を
濫
用
し

な
い
こ
と
。

５
　
略

６
　
略

７
　
略

11
　
略
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A

　
略

　
３
　
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

　
３
　
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

つ
い
て
周
知
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に

見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

８
　
利
用
者
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
利
用
者
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
利
用
者
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
利
用
者
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
利
用
者
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。
ま
た
、

利
用
者
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
利
用
の
態
様
を

勘
案
し
て
利
用
者
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認

め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と
き
は
、

当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
備
え
、
利
用
者
の
降
車
の
際

に
は
こ
れ
を
用
い
て
利
用
者
の
所
在
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

９
　
略

10
　
略

11
　
略

１
～
７
　
略

８
　
利
用
者
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
事
業
所
ご
と

８
　
略

９
　
略

10
　
略

１
～
７
　
略



─ 40 ─

B

　
略

２
　
医
療
型
児
童
発
達
支
援

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

２
　
医
療
型
児
童
発
達
支
援

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
～
３
　
略

４
　
略

５
　
略

６
　
略

７
　
利
用
者
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
事
業
所
ご
と
に
、

安
全
計
画
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
従
業
者
に
対
し
、
安
全
計
画

に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練

を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
利
用
者
の
安
全

の
確
保
に
関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、

保
護
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
内
容
等
に

12
　
略

１
～
３
　
略

４
　
管
理
者
は
、
利
用
者
に
対
し
法
第
47
条
第
１
項
本
文
の

規
定
に
よ
り
親
権
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
懲
戒
す
る
と
き

又
は
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
に
関
し
そ
の
利
用

者
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
と
き
は
、
身
体

的
苦
痛
を
与
え
、
人
格
を
辱
め
る
等
そ
の
権
限
を
濫
用
し

な
い
こ
と
。

５
　
略

６
　
略

７
　
略

11
　
略
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A

　
略

　
３
　
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

　
３
　
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

つ
い
て
周
知
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に

見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

８
　
利
用
者
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
利
用
者
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
利
用
者
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
利
用
者
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
利
用
者
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。
ま
た
、

利
用
者
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
利
用
の
態
様
を

勘
案
し
て
利
用
者
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認

め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と
き
は
、

当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
備
え
、
利
用
者
の
降
車
の
際

に
は
こ
れ
を
用
い
て
利
用
者
の
所
在
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

９
　
略

10
　
略

11
　
略

１
～
７
　
略

８
　
利
用
者
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
事
業
所
ご
と

８
　
略

９
　
略

10
　
略

１
～
７
　
略
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B

　
略

　
略

に
、
安
全
計
画
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
従
業
者
に
対
し
、

安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研

修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、

利
用
者
の
安
全
の
確
保
に
関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が

図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ

く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い
て
周
知
す
る
こ
と
。
な
お
、

安
全
計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ

て
変
更
を
行
う
こ
と
。

９
　
利
用
者
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移

動
そ
の
他
の
利
用
者
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

す
る
と
き
は
、
利
用
者
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点

呼
そ
の
他
の
利
用
者
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
利
用
者
の
所
在
を
確
認
す
る

こ
と
。
ま
た
、
利
用
者
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車

（
利
用
の
態
様
を
勘
案
し
て
利
用
者
の
見
落
と
し
の
お

そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）
を
日
常

的
に
運
行
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を

備
え
、
利
用
者
の
降
車
の
際
に
は
こ
れ
を
用
い
て
利
用

者
の
所
在
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

10
　
略

11
　
略

12
　
略

８
　
略

９
　
略

10
　
略
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A

４
　
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

４
　
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

１
～
７
　
略

８
　
利
用
者
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
事
業
所
ご
と

に
、
安
全
計
画
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
従
業
者
に
対
し
、

安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研

修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、

利
用
者
の
安
全
の
確
保
に
関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が

図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ

く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い
て
周
知
す
る
こ
と
。
な
お
、

安
全
計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ

て
変
更
を
行
う
こ
と
。

９
　
利
用
者
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移

動
そ
の
他
の
利
用
者
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

す
る
と
き
は
、
利
用
者
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点

呼
そ
の
他
の
利
用
者
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
利
用
者
の
所
在
を
確
認
す
る

こ
と
。

10
　
略

11
　
略

１
～

７
　

略

８
　

略

９
　

略
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B

　
略

　
略

に
、
安
全
計
画
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
従
業
者
に
対
し
、

安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研

修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、

利
用
者
の
安
全
の
確
保
に
関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が

図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ

く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い
て
周
知
す
る
こ
と
。
な
お
、

安
全
計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ

て
変
更
を
行
う
こ
と
。

９
　
利
用
者
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移

動
そ
の
他
の
利
用
者
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

す
る
と
き
は
、
利
用
者
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点

呼
そ
の
他
の
利
用
者
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
利
用
者
の
所
在
を
確
認
す
る

こ
と
。
ま
た
、
利
用
者
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車

（
利
用
の
態
様
を
勘
案
し
て
利
用
者
の
見
落
と
し
の
お

そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）
を
日
常

的
に
運
行
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を

備
え
、
利
用
者
の
降
車
の
際
に
は
こ
れ
を
用
い
て
利
用

者
の
所
在
の
確
認
を
行
う
こ
と
。
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略

11
　
略

12
　
略

８
　
略

９
　
略
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略
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A

４
　
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

４
　
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

１
～
７
　
略

８
　
利
用
者
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
事
業
所
ご
と

に
、
安
全
計
画
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
従
業
者
に
対
し
、

安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研

修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、

利
用
者
の
安
全
の
確
保
に
関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が

図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ

く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い
て
周
知
す
る
こ
と
。
な
お
、

安
全
計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ

て
変
更
を
行
う
こ
と
。

９
　
利
用
者
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移

動
そ
の
他
の
利
用
者
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

す
る
と
き
は
、
利
用
者
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点

呼
そ
の
他
の
利
用
者
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
利
用
者
の
所
在
を
確
認
す
る

こ
と
。
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略

11
　
略

１
～

７
　

略

８
　

略

９
　

略
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B

　
５
　
保
育
所
等
訪
問
支
援

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

　
５
　
保
育
所
等
訪
問
支
援

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

１
～
６
　
略

７
　
利
用
者
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
事
業
所
ご
と

に
、
安
全
計
画
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
従
業
者
に
対
し
、

安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研

修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、

利
用
者
の
安
全
の
確
保
に
関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が

図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ

く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い
て
周
知
す
る
こ
と
。
な
お
、

安
全
計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ

て
変
更
を
行
う
こ
と
。

８
　
利
用
者
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移

動
そ
の
他
の
利
用
者
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

す
る
と
き
は
、
利
用
者
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点

呼
そ
の
他
の
利
用
者
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
利
用
者
の
所
在
を
確
認
す
る

こ
と
。

９
　
略

10
　
略

１
～
６
　
略

７
　
略

８
　
略
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A

別
表
第
２
（
第
７
条
関
係
）

　
１
　
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

別
表
第
２
（
第
７
条
関
係
）

　
１
　
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
～
７
　
略

８
　
入
所
者
の
安
全
を
図
る
た
め
、
施
設
の
設
備
の
安
全
点

検
、
従
業
者
、
入
所
者
等
に
対
す
る
施
設
外
で
の
活
動
、

取
組
等
を
含
め
た
施
設
で
の
生
活
そ
の
他
の
日
常
生
活
に

お
け
る
安
全
に
関
す
る
指
導
、
従
業
者
の
研
修
及
び
訓
練

そ
の
他
施
設
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の

計
画
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
安
全
計
画
」
と
い
う
。）

を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。
ま
た
、
従
業
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て

周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見
直

し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

９
　
入
所
者
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
入
所
者
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
入
所
者
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
入
所
者
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
入
所
者
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。

10
　
略

１
～
７
　
略

８
　
略
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B

　
５
　
保
育
所
等
訪
問
支
援

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

　
５
　
保
育
所
等
訪
問
支
援

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

１
～
６
　
略

７
　
利
用
者
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
事
業
所
ご
と

に
、
安
全
計
画
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
従
業
者
に
対
し
、

安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研

修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、

利
用
者
の
安
全
の
確
保
に
関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が

図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ

く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い
て
周
知
す
る
こ
と
。
な
お
、

安
全
計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ

て
変
更
を
行
う
こ
と
。

８
　
利
用
者
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移

動
そ
の
他
の
利
用
者
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

す
る
と
き
は
、
利
用
者
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点

呼
そ
の
他
の
利
用
者
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
利
用
者
の
所
在
を
確
認
す
る

こ
と
。

９
　
略

10
　
略

１
～
６
　
略

７
　
略

８
　
略
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A

別
表
第
２
（
第
７
条
関
係
）

　
１
　
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

別
表
第
２
（
第
７
条
関
係
）

　
１
　
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
～
７
　
略

８
　
入
所
者
の
安
全
を
図
る
た
め
、
施
設
の
設
備
の
安
全
点

検
、
従
業
者
、
入
所
者
等
に
対
す
る
施
設
外
で
の
活
動
、

取
組
等
を
含
め
た
施
設
で
の
生
活
そ
の
他
の
日
常
生
活
に

お
け
る
安
全
に
関
す
る
指
導
、
従
業
者
の
研
修
及
び
訓
練

そ
の
他
施
設
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の

計
画
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
安
全
計
画
」
と
い
う
。）

を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。
ま
た
、
従
業
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て

周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全
計
画
は
定
期
的
に
見
直

し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
行
う
こ
と
。

９
　
入
所
者
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
入
所
者
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る

と
き
は
、
入
所
者
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

他
の
入
所
者
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
り
、
入
所
者
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
。
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略

１
～
７
　
略

８
　
略
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B

　
略

２
　
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

２
　
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

11
　
略

12
　
略

９
　
略

10
　
略

１
～
６
　
略

７
　
安
全
計
画
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
従
業
者
に
対
し
、
安

全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修

及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全

計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変

更
を
行
う
こ
と
。

８
　
入
所
者
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移

動
そ
の
他
の
入
所
者
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

す
る
と
き
は
、
入
所
者
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点

呼
そ
の
他
の
入
所
者
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
入
所
者
の
所
在
を
確
認
す
る

こ
と
。

９
　
略

10
　
略

11
　
略

１
～
６
　
略

７
　
略

８
　
略

９
　
略
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A

　
略

　
略

（
鳥
取
県
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
３
条
　
鳥
取
県
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
条
例
（
平
成
26
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

附
　
則

（
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
配
置
に
係
る
特
例
）

第
４
条
　
別
表
第
１
職
員
配
置
の
項
第
３
号
及
び
別
表
第
２
職
員
配
置
の
項

第
３
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
表
の
左
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
人
数
を
合
計
し
た
数

が
一
を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
認
定
こ

ど
も
園
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
育
又
は
保
育
に
従
事
す
る
職
員
（
以

下
こ
の
条
、
附
則
第
６
条
及
び
第
７
条
に
お
い
て
「
配
置
義
務
職
員
」
と

附
　
則

（
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
配
置
に
係
る
特
例
）

第
４
条
　
別
表
第
１
職
員
配
置
の
項
第
３
号
及
び
別
表
第
２
職
員
配
置
の
項

第
３
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
表
の
左
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
人
数
を
合
計
し
た
数

が
一
を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
認
定
こ

ど
も
園
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
育
又
は
保
育
に
従
事
す
る
職
員
（
以

下
こ
の
条
、
附
則
第
６
条
か
ら
第
７
条
ま
で
に
お
い
て
「
配
置
義
務
職
員
」
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B

　
略

２
　
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

２
　
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

区
分

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

11
　
略

12
　
略

９
　
略

10
　
略

１
～
６
　
略

７
　
安
全
計
画
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
従
業
者
に
対
し
、
安

全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修

及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
安
全

計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
変

更
を
行
う
こ
と
。

８
　
入
所
者
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移

動
そ
の
他
の
入
所
者
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

す
る
と
き
は
、
入
所
者
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点

呼
そ
の
他
の
入
所
者
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
入
所
者
の
所
在
を
確
認
す
る

こ
と
。

９
　
略

10
　
略

11
　
略

１
～
６
　
略

７
　
略

８
　
略

９
　
略
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A

　
略

　
略

（
鳥
取
県
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
３
条
　
鳥
取
県
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
条
例
（
平
成
26
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

附
　
則

（
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
配
置
に
係
る
特
例
）

第
４
条
　
別
表
第
１
職
員
配
置
の
項
第
３
号
及
び
別
表
第
２
職
員
配
置
の
項

第
３
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
表
の
左
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
人
数
を
合
計
し
た
数

が
一
を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
認
定
こ

ど
も
園
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
育
又
は
保
育
に
従
事
す
る
職
員
（
以

下
こ
の
条
、
附
則
第
６
条
及
び
第
７
条
に
お
い
て
「
配
置
義
務
職
員
」
と

附
　
則

（
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
配
置
に
係
る
特
例
）

第
４
条
　
別
表
第
１
職
員
配
置
の
項
第
３
号
及
び
別
表
第
２
職
員
配
置
の
項

第
３
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
表
の
左
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
人
数
を
合
計
し
た
数

が
一
を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
認
定
こ

ど
も
園
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
育
又
は
保
育
に
従
事
す
る
職
員
（
以

下
こ
の
条
、
附
則
第
６
条
か
ら
第
７
条
ま
で
に
お
い
て
「
配
置
義
務
職
員
」
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B

い
う
。）
の
う
ち
１
人
は
、
知
事
が
配
置
義
務
職
員
と
同
等
の
知
識
及
び
経

験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
６
条
　
略

と
い
う
。）
の
う
ち
１
人
は
、
知
事
が
配
置
義
務
職
員
と
同
等
の
知
識
及
び

経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
６
条
　
略

第
６
条
の
２
　
別
表
第
１
職
員
配
置
の
項
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
認
定
こ
ど

も
園
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
１
人
に
限
っ
て
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
に
勤
務
す
る
保

健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
（
以
下
「
保
健
師
等
」
と
い
う
。）
を
も

っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
満
１
歳
未
満
の
子
ど
も
の
数
が

４
人
未
満
で
あ
る
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識

と
経
験
を
有
す
る
保
健
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
保
健
師
等
が
保
育

を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者

に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
別
表
第
２
職
員
配
置
の
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
認
定
こ
ど
も
園
に
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
配
置
義
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
１
人

に
限
っ
て
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
に
勤
務
す
る
保
健
師
等
を
も
っ
て
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
満
１
歳
未
満
の
子
ど
も
の
数
が
４
人
未
満
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A

第
７
条
　
前
２
条
の
規
定
に
よ
り
、
配
置
義
務
職
員
を
幼
稚
園
の
教
員
の
免

許
状
若
し
く
は
小
学
校
教
諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す

る
者
又
は
知
事
が
配
置
義
務
職
員
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と

認
め
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
同
等
職
員
等
」
と
い
う
。）

を
も
っ
て
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
同
等
職
員
等
の
総
数
は
、
配

置
義
務
職
員
の
数
の
３
分
の
１
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

項
目

要
件

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

で
あ
る
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
と
経
験
を

有
す
る
保
健
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
保
健
師
等
が
保
育
を
行
う
に

当
た
っ
て
配
置
義
務
職
員
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
健
師
等
は
補
助
者
と
し
て
従
事
す
る

場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
７
条
　
前
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
配
置
義
務
職
員
を
幼
稚
園
の
教
員
の
免

許
状
若
し
く
は
小
学
校
教
諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す

る
者
、
知
事
が
配
置
義
務
職
員
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認

め
る
者
又
は
保
健
師
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
同
等
職
員
等
」

と
い
う
。）
を
も
っ
て
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
同
等
職
員
等
の
総

数
は
、
配
置
義
務
職
員
の
数
の
３
分
の
１
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

項
目

要
件

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
～
11
　
略

12
　
子
ど
も
の
通
園
、
園
外
に
お
け
る
学
習
の
た
め
の
移

１
～
11
　
略
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B

い
う
。）
の
う
ち
１
人
は
、
知
事
が
配
置
義
務
職
員
と
同
等
の
知
識
及
び
経

験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
６
条
　
略

と
い
う
。）
の
う
ち
１
人
は
、
知
事
が
配
置
義
務
職
員
と
同
等
の
知
識
及
び

経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
６
条
　
略

第
６
条
の
２
　
別
表
第
１
職
員
配
置
の
項
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
認
定
こ
ど

も
園
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
１
人
に
限
っ
て
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
に
勤
務
す
る
保

健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
（
以
下
「
保
健
師
等
」
と
い
う
。）
を
も

っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
満
１
歳
未
満
の
子
ど
も
の
数
が

４
人
未
満
で
あ
る
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識

と
経
験
を
有
す
る
保
健
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
保
健
師
等
が
保
育

を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者

に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
別
表
第
２
職
員
配
置
の
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
認
定
こ
ど
も
園
に
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
配
置
義
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
１
人

に
限
っ
て
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
に
勤
務
す
る
保
健
師
等
を
も
っ
て
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
満
１
歳
未
満
の
子
ど
も
の
数
が
４
人
未
満
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A

第
７
条
　
前
２
条
の
規
定
に
よ
り
、
配
置
義
務
職
員
を
幼
稚
園
の
教
員
の
免

許
状
若
し
く
は
小
学
校
教
諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す

る
者
又
は
知
事
が
配
置
義
務
職
員
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と

認
め
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
同
等
職
員
等
」
と
い
う
。）

を
も
っ
て
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
同
等
職
員
等
の
総
数
は
、
配

置
義
務
職
員
の
数
の
３
分
の
１
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

項
目

要
件

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

で
あ
る
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
と
経
験
を

有
す
る
保
健
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
保
健
師
等
が
保
育
を
行
う
に

当
た
っ
て
配
置
義
務
職
員
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
健
師
等
は
補
助
者
と
し
て
従
事
す
る

場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
７
条
　
前
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
配
置
義
務
職
員
を
幼
稚
園
の
教
員
の
免

許
状
若
し
く
は
小
学
校
教
諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す

る
者
、
知
事
が
配
置
義
務
職
員
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認

め
る
者
又
は
保
健
師
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
同
等
職
員
等
」

と
い
う
。）
を
も
っ
て
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
同
等
職
員
等
の
総

数
は
、
配
置
義
務
職
員
の
数
の
３
分
の
１
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

項
目

要
件

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

１
～
11
　
略

12
　
子
ど
も
の
通
園
、
園
外
に
お
け
る
学
習
の
た
め
の
移

１
～
11
　
略
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B

　
略

別
表
第
２
（
第
４
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

別
表
第
２
（
第
４
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

動
そ
の
他
の
子
ど
も
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

す
る
と
き
は
、
子
ど
も
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点

呼
そ
の
他
の
子
ど
も
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
子
ど
も
の
所
在
を
確
認
す
る

こ
と
。
ま
た
、
通
園
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
利
用
の

態
様
を
勘
案
し
て
子
ど
も
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少

な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）
を
運
行
す
る
と
き

は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
子
ど
も

の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
（
以
下
「
ブ
ザ
ー
等
」

と
い
う
。）
を
備
え
、
子
ど
も
の
降
車
の
際
に
は
こ
れ
を

用
い
て
子
ど
も
の
所
在
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

13
　
略

14
　
略

15
　
略

１
～
７
　
略

８
　
子
ど
も
の
通
園
、
園
外
に
お
け
る
学
習
の
た
め
の
移

動
そ
の
他
の
子
ど
も
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

す
る
と
き
は
、
子
ど
も
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点

12
　
略

13
　
略

14
　
略

１
～
７
　
略

─ 51 ─

A

　
略

　
略

呼
そ
の
他
の
子
ど
も
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
子
ど
も
の
所
在
を
確
認
す
る

こ
と
。
ま
た
、
通
園
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
利
用
の

態
様
を
勘
案
し
て
子
ど
も
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少

な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）
を
運
行
す
る
と
き

は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
備
え
、
子
ど
も
の
降

車
の
際
に
は
こ
れ
を
用
い
て
子
ど
も
の
所
在
の
確
認
を

行
う
こ
と
。

９
　
略

10
　
感
染
症
又
は
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
子
ど

も
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
継
続
的
に
提
供
し
、
及
び
非

常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画

（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。）
を
策
定
し
、
当

該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う

努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画

に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓

練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
な
お
、

業
務
継
続
計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に

応
じ
て
変
更
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

11
　
略

12
　
略

８
　
略

９
　
略

10
　
略
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B

　
略

別
表
第
２
（
第
４
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　
略

別
表
第
２
（
第
４
条
関
係
）

項
目

基
準

　
略

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

動
そ
の
他
の
子
ど
も
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

す
る
と
き
は
、
子
ど
も
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点

呼
そ
の
他
の
子
ど
も
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
子
ど
も
の
所
在
を
確
認
す
る

こ
と
。
ま
た
、
通
園
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
利
用
の

態
様
を
勘
案
し
て
子
ど
も
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少

な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）
を
運
行
す
る
と
き

は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
子
ど
も

の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
（
以
下
「
ブ
ザ
ー
等
」

と
い
う
。）
を
備
え
、
子
ど
も
の
降
車
の
際
に
は
こ
れ
を

用
い
て
子
ど
も
の
所
在
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

13
　
略

14
　
略

15
　
略

１
～
７
　
略

８
　
子
ど
も
の
通
園
、
園
外
に
お
け
る
学
習
の
た
め
の
移

動
そ
の
他
の
子
ど
も
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

す
る
と
き
は
、
子
ど
も
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点

12
　
略

13
　
略

14
　
略

１
～
７
　
略
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A

　
略

　
略

呼
そ
の
他
の
子
ど
も
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
子
ど
も
の
所
在
を
確
認
す
る

こ
と
。
ま
た
、
通
園
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
利
用
の

態
様
を
勘
案
し
て
子
ど
も
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少

な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）
を
運
行
す
る
と
き

は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
備
え
、
子
ど
も
の
降

車
の
際
に
は
こ
れ
を
用
い
て
子
ど
も
の
所
在
の
確
認
を

行
う
こ
と
。

９
　
略

10
　
感
染
症
又
は
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
子
ど

も
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
継
続
的
に
提
供
し
、
及
び
非

常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画

（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。）
を
策
定
し
、
当

該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う

努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画

に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓

練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
な
お
、

業
務
継
続
計
画
は
定
期
的
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に

応
じ
て
変
更
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

11
　
略

12
　
略

８
　
略

９
　
略

10
　
略
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B

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
鳥
取
県
児
童
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
か
ら
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
取
県
児
童
福
祉
施
設
に
関

す
る
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
別
表
第
２
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
５
号
、
別
表
第
３
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
４
号
、
別
表
第
５
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
の
項
第
４
号
、
別
表
第
６
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
４
号
、
別
表
第
７
の
１
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
４
号
並
び
に
別
表
第
８
の
１
の
表
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
の
項
第
４
号
及
び
別
表
第
８
の
２
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
４
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ら
の
規
定
中
「
講
ず
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
講

ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
」
と
、「
実
施
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
」
と
、「
周
知
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
周
知
す
る
よ
う
努
め
る

こ
と
」
と
す
る
。

３
　
施
行
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
保
育
所
又
は
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
児
童
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
を
日
常
的
に
運
行
す
る

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
（
新
条
例
別
表
第
４
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
５
号
に
規
定
す
る
ブ
ザ
ー
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

を
備
え
る
こ
と
及
び
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
同
号
並
び
に
新
条
例
別
表
第
８
の
１
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
５
号
及
び
別

表
第
８
の
２
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
５
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

保
育
所
又
は
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
ブ
ザ
ー
等
の
設
置
に
代
わ
る
措
置
を
講
じ
て
児
童
の
所
在
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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A

（
鳥
取
県
障
害
児
通
所
支
援
事
業
及
び
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

４
　
施
行
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
第
２
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
取
県
障
害
児
通
所
支
援
事
業
及
び
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
条
例
（
次

項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
別
表
第
１
の
１
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
８
号
、
別
表
第
１
の
２
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
７
号
、
別
表
第
１
の

３
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
８
号
、
別
表
第
１
の
４
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
８
号
及
び
別
表
第
１
の
５
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
７
号
並
び
に
別

表
第
２
の
１
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
８
号
及
び
別
表
第
２
の
２
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
７
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
講

ず
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
」
と
、「
実
施
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
」
と
、「
周
知
す
る
こ
と
」
と
あ
る

の
は
「
周
知
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
」
と
す
る
。

５
　
施
行
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
に
お
い
て
利
用
者
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
を
日
常
的
に
運
行
す
る
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
（
新
条
例
別
表
第
１
の
１
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
９
号
に
規
定
す
る
ブ
ザ
ー
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。）
を
備
え
る
こ
と
及
び
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
同
号
、
新
条
例
別
表
第
１
の
２
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
８
号
及

び
別
表
第
１
の
３
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
９
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
は
、
ブ
ザ
ー
等
の
設
置
に
代
わ
る
措
置
を
講
じ
て
利
用
者
の
所
在
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鳥
取
県
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

６
　
施
行
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
子
ど
も
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
自
動
車
に
ブ

ザ
ー
等
（
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
取
県
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
別
表
第
１
の
サ
ー
ビ
ス
の
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B

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
鳥
取
県
児
童
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
か
ら
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
取
県
児
童
福
祉
施
設
に
関

す
る
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
別
表
第
２
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
５
号
、
別
表
第
３
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
４
号
、
別
表
第
５
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
の
項
第
４
号
、
別
表
第
６
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
４
号
、
別
表
第
７
の
１
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
４
号
並
び
に
別
表
第
８
の
１
の
表
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
の
項
第
４
号
及
び
別
表
第
８
の
２
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
４
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ら
の
規
定
中
「
講
ず
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
講

ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
」
と
、「
実
施
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
」
と
、「
周
知
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
周
知
す
る
よ
う
努
め
る

こ
と
」
と
す
る
。

３
　
施
行
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
保
育
所
又
は
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
児
童
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
を
日
常
的
に
運
行
す
る

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
（
新
条
例
別
表
第
４
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
５
号
に
規
定
す
る
ブ
ザ
ー
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

を
備
え
る
こ
と
及
び
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
同
号
並
び
に
新
条
例
別
表
第
８
の
１
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
５
号
及
び
別

表
第
８
の
２
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
５
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

保
育
所
又
は
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
ブ
ザ
ー
等
の
設
置
に
代
わ
る
措
置
を
講
じ
て
児
童
の
所
在
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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A

（
鳥
取
県
障
害
児
通
所
支
援
事
業
及
び
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

４
　
施
行
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
第
２
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
取
県
障
害
児
通
所
支
援
事
業
及
び
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
条
例
（
次

項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
別
表
第
１
の
１
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
８
号
、
別
表
第
１
の
２
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
７
号
、
別
表
第
１
の

３
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
８
号
、
別
表
第
１
の
４
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
８
号
及
び
別
表
第
１
の
５
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
７
号
並
び
に
別

表
第
２
の
１
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
８
号
及
び
別
表
第
２
の
２
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
７
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
講

ず
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
」
と
、「
実
施
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
」
と
、「
周
知
す
る
こ
と
」
と
あ
る

の
は
「
周
知
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
」
と
す
る
。

５
　
施
行
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
に
お
い
て
利
用
者
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
を
日
常
的
に
運
行
す
る
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
（
新
条
例
別
表
第
１
の
１
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
９
号
に
規
定
す
る
ブ
ザ
ー
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。）
を
備
え
る
こ
と
及
び
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
同
号
、
新
条
例
別
表
第
１
の
２
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
８
号
及

び
別
表
第
１
の
３
の
表
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
９
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
は
、
ブ
ザ
ー
等
の
設
置
に
代
わ
る
措
置
を
講
じ
て
利
用
者
の
所
在
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鳥
取
県
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

６
　
施
行
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
子
ど
も
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
自
動
車
に
ブ

ザ
ー
等
（
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
取
県
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
別
表
第
１
の
サ
ー
ビ
ス
の
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B

提
供
の
項
第
12
号
に
規
定
す
る
ブ
ザ
ー
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
を
備
え
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
同
号
及
び
新
条
例
別

表
第
２
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
項
第
８
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
こ

ど
も
園
は
、
ブ
ザ
ー
等
の
設
置
及
び
使
用
に
代
わ
る
措
置
を
講
じ
て
子
ど
も
の
所
在
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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A

議
案
第
４
４
号

鳥
取
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
５
年
２
月
13
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
34
年
鳥
取
県
条
例
第
49
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前


